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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

 
    該当事項はありません。 
  

(3) 【ライツプランの内容】 

 
    該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) 第三者割当による時価発行 

発行価格  236円 

資本組入額 118円 

主な割当先 東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)、日本酸素㈱(現大陽日酸㈱)、丸紅エネルギー㈱(現三井丸紅液化ガ

ス㈱) 

  

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成20年６月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 35,020,000 35,020,000
東京証券取引所
（市場第二部）

―

計 35,020,000 35,020,000 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

昭和60年12月14日 7,500 35,020 885,000 2,261,000 885,000 885,000
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(5) 【所有者別状況】 

平成20年３月31日現在 

 
(注) １ 平成20年３月31日現在の自己株式数は27,598株であり、このうち27,000株(27単元)は「個人その他」に、 

598株は「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。 

２ 「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、26,000株(26単元)含まれております。 

  

  

(6) 【大株主の状況】 

平成20年３月31日現在 

 
(注) １ 所有株式数は千株未満を切り捨てております。 

２ ※は金融商品取引法第156条の24第１項に規定する業務を行う者であります。 

  

  

  

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人 
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 13 28 56 9 3 4,239 4,348 ―

所有株式数 
(単元) 

― 2,403 298 16,067 105 10 16,038 34,921 99,000

所有株式数 
の割合(％) 

― 6.88 0.85 46.01 0.30 0.03 45.93 100.00 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

東ソー株式会社 山口県周南市開成町４５６０ 8,568 24.47

大陽日酸株式会社 東京都品川区小山１－３－２６ 3,450 9.85

丸紅株式会社   東京都千代田区大手町１－４－２ 2,200 6.28

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿１－２８－１ 744 2.13

株式会社 
みずほコーポレート銀行 

東京都千代田区丸の内１－３－３ 519 1.48

日本証券金融株式会社   ※ 東京都中央区日本橋茅場町１－２－１０ 320 0.91

神鋼商事株式会社 大阪府大阪市西区土佐堀１－３－７ 297 0.85

山形酸素株式会社 山形県山形市久保田１－７－１ 287 0.82

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１－２－１ 250 0.71

計 ― 16,636 47.51
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成20年３月31日現在 

 
(注) １ 上記「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が26,000株（議決権26個）

含まれております。 
２ 「単元未満株式」の普通株式には、自己株式598株を含めて記載しております。 

② 【自己株式等】 

平成20年３月31日現在 

 
  

(8) 【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式        27,000 

― ―

(相互保有株式)
普通株式      267,000 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式    34,627,000 34,627 ―

単元未満株式 普通株式      99,000 ― ―

発行済株式総数             35,020,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 34,627 ― 

 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
 
東邦アセチレン株式会社 

           
  
東京都中央区東日本橋 
２―４―１０ 

 
27,000 

 
― 

 
 

27,000 
 

0.08 

（相互保有株式） 

仙台熔材株式会社 
宮城県仙台市宮城野区
日の出町１―１―３０ 

131,000 ― 131,000 0.37

カガク興商株式会社 
宮城県石巻市門脇字中浦
８５―６ 

130,000 ― 130,000 0.37

三協建設工業株式会社 
山形県酒田市松美町
１―３９ 

6,000 ― 6,000 0.02

計 ― 294,000 ― 294,000 0.84
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  【株式の種類等】会社法第155条第７号による普通株式の取得 

  

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

   該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

   該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  

 
(注) 当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

 による株式数は含めておりません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

 りによる株式数は含めておりません。 

  

  

２ 【自己株式の取得等の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 2,157 334

当期間における取得自己株式 400 46

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式 

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 27,598 ― 27,998 ―
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当社は、株主の皆様への利益還元を第一と考え、安定的な継続配当を経営の 重要課題の一つとして位

置付けております。一方、いかなる環境にも耐えうる経営基盤の構築と将来の事業展開に備えるための内

部留保の充実等、これらを総合的に勘案して配当政策の基本方針としております。 

 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余

金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。 

 しかしながら、当期につきましては、厳しい事業環境の下収益改善に取り組んでまいりましたが、今な

お配当余力が充分とはいえず、誠に遺憾ながら引き続き無配とさせていただくことと致しました。 

 なお、定款に「当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月３０日の 終の株主名簿に記載または記

録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定めております。 

  

  

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

  

３ 【配当政策】

４ 【株価の推移】

回次 第70期 第71期 第72期 第73期 第74期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

高(円) 134 184 326 253 215

低(円) 64 90 130 139 78

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

高(円) 165 146 128 107 108 127

低(円) 143 104 104 78 86 87
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役社
長兼社長執行

役員
櫻 井 琢 平 昭和19年４月９日生

昭和43年４月 東洋曹達工業株式会社入社 

(注)３ 58

〔昭和62年10月 東ソー㈱と商号

変更〕 

平成６年６月 同社労政部長 

平成８年６月 同社財務部長 

平成10年６月 同社理事秘書室長 

平成12年６月 同社取締役人事部長 

平成13年６月 同社取締役オレフィン事業部長 

平成15年６月 

平成17年６月

当社代表取締役社長 

当社代表取締役社長兼社長執行役

員(現） 

平成18年５月 

 

東邦運送株式会社代表取締役社長

(現） 

代表取締役兼 
専務執行役員

営業本部長 久保田 正 夫 昭和22年10月13日生

昭和46年４月 

平成13年４月 

 

平成14年６月 

平成14年６月 

 

平成16年12月 

平成17年６月 

 

日本酸素株式会社入社 

同社参与産業ガス事業部門九州支

社長 

当社常務取締役営業本部副本部長 

八戸液酸株式会社代表取締役社長 

(現) 

当社常務取締役営業本部長 

当社代表取締役兼専務執行役員営

業本部長(現) 

(注)３ 31 

代表取締役兼 
専務執行役員

監査室担当 佐々木 雅 一 昭和26年２月９日生

昭和49年４月 株式会社日本興業銀行入行 

(注)３ 25

平成14年４月 株式会社みずほホールディングス

人材開発室次長 

平成15年６月 当社代表取締役専務取締役 

平成16年１月 

 

平成17年６月

当社代表取締役専務取締役管理本

部長 

当社代表取締役兼専務執行役員管

理本部長 

平成20年６月 当社代表取締役兼専務執行役員

(現) 

取締役兼 
常務執行役員

管理本部長 小 西 国 温 昭和23年９月28日生

昭和47年４月 

平成15年４月 

 

平成16年６月 

 

平成17年４月 

 

平成20年６月

丸紅株式会社入社 

同社エネルギー部門 部門長補佐 

兼サハリン開発部長 

丸紅エネックス株式会社常務取締

役総務部長 

同社常務取締役総務部長兼財経部

長 

当社取締役兼常務執行役員管理本

部長 高財務責任者(現) 

(注)４ 5

取締役兼 
執行役員

ガス営業部
長 

吉 田   等 昭和23年11月７日生

昭和42年４月 当社入社 

(注)３ 17

平成４年８月 郡山事業所長 

平成９年６月 仙台事業所長 

平成12年６月 理事仙台事業所長 

平成16年６月 

平成16年12月 

平成17年６月 

平成18年３月 

  

平成19年６月

取締役仙台事業所長 

取締役ガス営業部長 

取締役兼執行役員ガス営業部長 

取締役兼執行役員ガス営業部長兼

産業器材営業部長 

取締役兼執行役員ガス営業部長

(現) 

取締役兼 
執行役員

生産・技術
本部長 

齋 藤 絃 次 昭和22年12月22日生

昭和59年４月 当社入社 

(注)３ 11

平成２年12月 研究開発部長兼技術管理部長 

平成８年７月
  

技術本部副本部長兼研究開発部長

兼供給技術部長 

平成９年６月
 

理事技術本部副本部長兼研究開発

部長 

平成17年６月
 

執行役員技術本部副本部長兼研究

開発部長 

平成17年10月 

   

平成19年６月 

平成20年６月

執行役員技術本部長兼研究開発部

長 

取締役兼執行役員技術本部長 

取締役兼執行役員生産・技術本部 

長(現) 
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(注) １ 所有株式数は千株未満を切り捨てております。 

２ 監査役青柳英司、河本浩爾、安達 徹は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

 ３ 平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。 

 ４ 平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。 

 ５ 平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役兼 
執行役員

石油ガス営
業部長 

神 保 直 世 昭和24年11月５日生

平成17年９月
 

当社入社 

理事経営統括室部長 

(注)４ 5平成18年６月

平成20年６月 

 

執行役員石油ガス営業部長  

取締役兼執行役員石油ガス営業部

長(現) 

取締役 太田垣 啓 一 昭和19年７月４日生

昭和42年４月 東洋曹達工業株式会社入社 

(注)３ ―

〔昭和62年10月東ソー㈱と商号変

更〕 

平成10年６月 同社取締役石化事業本部ポリオレ

フィン事業部長 

平成11年６月 

平成12年６月

同社取締役経営管理室長 

同社常務取締役経営管理室長 

平成12年６月 

平成16年６月 

 

平成17年６月

当社取締役(現) 

東ソー株式会社代表取締役専務取

締役(現) 

ロンシール工業株式会社取締役

(現) 

監査役 
(常勤)

志 田 金 治 昭和17年１月30日生

昭和35年２月 当社入社 

(注)５ 32

平成２年３月 財務部部長 

平成７年３月 総務部長 

平成７年６月 理事総務部長 

平成９年６月 取締役総務部長 

平成12年６月 東邦新潟株式会社代表取締役専務

取締役 

平成15年６月 当社監査役(現) 

監査役 
(常勤)

青 柳 英 司 昭和22年３月27日生

昭和45年４月 農林中央金庫入庫 

(注)５ 12

平成９年１月 同金庫資金証券部運用投資室長 

平成14年８月 財団法人全国農業協同組合役職員

共済会常務理事 

平成18年６月 当社監査役(現) 

監査役 河 本 浩 爾 昭和32年７月28日生

昭和55年４月 東洋曹達工業株式会社入社 

(注)５ ―

〔昭和62年10月東ソー㈱と商号変

更〕 

平成17年６月 同社財務部長(現) 

平成17年６月

平成18年６月

当社監査役(現) 

ロンシール工業株式会社監査役

(現) 

監査役 安 達   徹 昭和35年10月16日生

昭和60年12月 東洋曹達工業株式会社入社 

(注)５ ―

〔昭和62年10月東ソー㈱と商号変

更〕 

平成17年６月 同社構造改革本部次長 

平成17年６月

平成19年６月

当社監査役(現) 

東ソー株式会社経営企画・連結経

営部次長(現) 

計 196
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 ６ 当社では、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。取締役を

兼務していない執行役員は６名で、その構成は下記の通りであります。 

 
  

役名 職名 氏名

執行役員 経営統括室長 矢 部 忠 夫

執行役員 生産・技術本部副本部長 早 川 三 郎

執行役員 メディカル営業部長 島   正 博

執行役員 営業企画部長 江 良 昌 三

執行役員 郡山事業所長 谷 代   進

執行役員 札幌事業所長 柴 田   宏
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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、企業価値を継続的に向上させるため、経営環境の変化に迅速に対応できる効率的な組織体制

を構築するとともに、経営の健全性・透明性を確保することが経営の 重要課題の一つであると位置付

け、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 

  

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会等への出席、業務監査の実施、会計監査人との連携等

により監査体制の強化を図っております。監査役４名のうち３名を社外から迎えており、監査役の機能

強化及び取締役の業務執行について厳正かつ公正な監査を実施しております。 

 取締役会は、取締役８名(平成20年６月27日現在)で構成され、原則として月１回以上開催し、経営の

基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行を

監督しています。 

 意思決定の迅速化を図るため、経営会議を原則として月２回開催し、経営の重要案件を審議しており

ます。 

  このほか、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、経営環境の

変化に迅速に対応できる体制を整えております。取締役会及び経営会議決定事項の伝達・徹底、情報の

共有を図るため、執行役員会を原則として月１回開催しております。 

 なお、会社法が平成18年５月１日に施行されたことに伴い、会社法に規定する内部統制システムの構

築の基本方針を平成18年５月22日開催の取締役会で決定しております。また、一層の内部統制システム

の充実を図るため、平成18年６月１日付で監査室を設置し、現在２名で運営しております。監査室は、

当社及びグループ各社の内部統制の改善・強化に向け、業務に関する内部監査等を行い、その監査結果

は代表取締役に報告しております。更には、「東邦アセチレングループＣＳＲ憲章」並びに「コンプラ

イアンス規定」を制定し、「コンプライアンス委員会」の設置を行い、法令の遵守に努めております。

また、必要に応じて弁護士等にアドバイスを求めるようにしております。 

  

② 監査役監査の状況 

 当社の４名の監査役のうち２名は常勤監査役であります。監査役は取締役会や執行役員会、その他の

重要会議への出席のほか、経営者との意見交換を行い、特にコンプライアンスや経営の効率性のチェッ

クを行っております。月１回の監査役会を実施し、監査役相互の意見交換を通じ意思の統一を図ってお

ります。また、常勤監査役は稟議書等の閲覧、必要に応じて当社の事業所及び子会社の往査を行ってお

ります。 

 会計監査人との関係については（計画時及び監査終了時等）定期的に密接に相互に連携して情報交換

を行っております。 

  

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】
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③ 会計監査の状況 

 当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査にあずさ監査法人を選任し

ており、当期における会計監査の体制は以下のとおりです。 

   業務を執行した公認会計士の氏名 

     指定社員 業務執行社員  笛木 忠男、杉山 昌明 

   監査業務に係る補助者の構成 

     公認会計士 ３名  会計士補 ３名  その他 ４名 

  

④ 社外監査役との関係 

 社外監査役３名は、当社の筆頭株主（東ソー株式会社）及び金融機関（農林中央金庫）の出身者であ

ります。 

 また、東ソー株式会社及び農林中央金庫と当社との間には、営業上の取引はありますが、当社と関連

を有しない他の当事者と同様の条件による取引であり、各個人が直接利害関係を有するものではありま

せん。 

  

(2) リスク管理体制の整備の状況 

 コンプライアンス対策は、会社としての取り組み姿勢を社員に周知徹底することが重要でありますの

で、重要会議での経営トップの注意喚起など機会を捉えてコンプライアンス経営の浸透に取り組んでお

ります。 

 また、当社グループは各種高圧ガスを中核商品とする事業の性格上、保安、品質等の技術リスクへの

対応は、会社の信用維持の面はもとより製品安定供給の源でありますので、法令順守が徹底されるよう

当社グループ全般に対し指導を行っております。なお、保安については、年間計画に基づいて当社事業

所及び子会社の工場等の保安監査の責任スタッフが巡回し保安の向上に取り組んでおります。さらに、

昨年「ＬＰＧ消費者保安推進会議」を立上げ、当社グループ内の保安管理体制の強化を推進しておりま

す。 

  

(3) 役員報酬の内容 

  取締役の年間報酬総額（８名）    71百万円 

  監査役の年間報酬総額（４名）    25百万円 

 （うち社外監査役    ３名    13百万円） 

  なお、当期中に退任した取締役も含めております。 

  

(4) 監査報酬の内容 

  公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬  23百万円 

  上記以外の業務に基づく報酬               8百万円 

(注) 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務(非監査業務)である「財務報告に係
る内部統制に関する指導・助言業務」を委託しております。 

  

(5) 取締役の定数 

  当社の取締役は９名以内とする旨を定款で定めております。 
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(6) 取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨

を定款で定めております。 

  

(7) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項 

① 自己株式の取得 

当社は、自己株式の取得について、将来の経営の機動性を確保するため、会社法第165条第２項の

規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款

で定めております。 

  

② 中間配当 

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年９月３０日の 終

の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる

旨を定款で定めております。 

  

(8) 株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行

う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、

株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 
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平成19年６月28日

東邦アセチレン株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている東邦アセチレン株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、東邦アセチレン株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員
業務執行社員 

公認会計士  杉  山  昌  明  ㊞ 

指定社員
業務執行社員 

公認会計士  笛  木  忠  男  ㊞ 

 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 
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平成20年６月27日

東邦アセチレン株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている東邦アセチレン株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の

連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシ

ュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、東邦アセチレン株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。 

追記情報 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４ 会計処理基準に関する事項 (3) 重要な引当金の

計上基準 ⑤ 役員退職慰労引当金」に記載のとおり、役員退職慰労金について、従来、支出時に費用計上す

る方法を採用していたが、当連結会計年度より役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引

当金として計上する方法に変更している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員
業務執行社員 

公認会計士  笛  木  忠  男  ㊞ 

指定社員
業務執行社員 

公認会計士  杉  山  昌  明  ㊞ 

 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

─ 97 ─



 

  

平成19年６月28日

東邦アセチレン株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている東邦アセチレン株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第73期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、東邦アセチレン株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員
業務執行社員 

公認会計士  杉  山  昌  明  ㊞ 

指定社員
業務執行社員 

公認会計士  笛  木  忠  男  ㊞ 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 
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平成20年６月27日

東邦アセチレン株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている東邦アセチレン株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第74期事業年度

の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行

った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、東邦アセチレン株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な会計方針「４ 引当金の計上基準 (4) 役員退職慰労引当金」に記載のとおり、役員退職慰労金に

ついて、従来、支出時に費用計上する方法を採用していたが、当事業年度より役員退職慰労金内規に基づく

期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員
業務執行社員 

公認会計士  笛  木  忠  男  ㊞ 

指定社員
業務執行社員 

公認会計士  杉  山  昌  明  ㊞ 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 
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